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   Ｈ０４Ｗ  72/04     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  28/04     (2009.01)
   Ｈ０４Ｊ  11/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｊ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ   1/16     (2006.01)
   Ｈ０４Ｗ  28/06     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   72/04     １１１　
   Ｈ０４Ｗ   28/04     １１０　
   Ｈ０４Ｗ   72/04     １３６　
   Ｈ０４Ｊ   11/00     　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｊ    1/00     　　　　
   Ｈ０４Ｌ    1/16     　　　　
   Ｈ０４Ｗ   28/06     １３０　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成30年4月4日(2018.4.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２５】
　また、前記セカンダリセルがＦＤＤとして設定され且つＴＤＤコンポーネントキャリア
セルによってスケジュールされている場合、前記第２のタイミングは、前記スケジューリ
ングセルのタイミングと同一である、及びできる限り多くの前記セカンダリセルのアップ
リンクサブフレームを利用出来るＴＤＤ設定用の第３のタイミングと同一である、のいず
れか一つに応じて決定される。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５６】
　ＳｃｅｌｌがＦＤＤとして設定されるスケジュールされたセルであり且つＴＤＤコンポ
ーネントキャリアセルによってスケジュールされる場合、第２のタイミングは、スケジュ
ーリングセルのタイミングと同一である、及びできる限り多くのＳｃｅｌｌのアップリン
クサブフレームを利用出来るＴＤＤ設定用の第３のタイミングと同一である、のいずれか
一つに応じて決定可能である。


	header
	written-amendment

